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「
メ
イ
ゲ
ツ
」
と
い
え
ば
、
旧
暦
八
月
十
五
日
の
中

秋
の
明
月
を
想
像
さ
れ
る
方
が
殆
ど
か
と
思
い
ま
す

が
、
秋
に
愛
で
る
お
月
見
は
実
は
二
回
あ
り
ま
す
。
一

つ
は
前
述
の
中
秋
の
明
月
。
も
う
一
つ
は
、
旧
暦
の
九

月
十
三
日
に
愛
で
る
月
見
、
通
称
、
豆
名
月
で
す
。 

幕
末
の
安
政
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
『
浪
花
の
風
』

に
よ
れ
ば
、
「
十
三
夜
に(

中
略)

ゆ
で
豆
一
式
を
多
く

調
べ
置
い
て
こ
れ
を
食
わ
し
む
。
故
に
十
三
夜
の
月

を
市
中
に
て
豆
名
月
と
い
ふ
」
と
あ
り
、
十
三
夜
の

名
月
に
は
豆
を
お
供
え
す
る
の
が
倣
わ
し
で
し
た
。

な
ぜ
豆
な
の
か
と
い
う
と
、
こ
の
時
期
は
本
来
の
枝

豆
の
旬
で
あ
り
、
ま
た
栗
も
旬
で
あ
る
事
か
ら
、
栗

名
月
と
も
呼
ば
れ
た
よ
う
で
す
。 

さ
て
、
そ
の
十
三
夜
。
な
ぜ
愛
で
る
よ
う
に
な
っ

た
の
か
と
い
う
と
、
平
安
時
代
の
藤
原
宗
忠
の
日
記

『
中
右
記
』
に
、
「
十
三
夜
の
月
見
は
宇
多
法
皇
の

故
事
か
ら
始
ま
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
宇
多
法

皇
が
最
初
の
よ
う
で
す
。
そ
の
頃
は
ま
だ
十
五
夜
の

お
月
見
で
す
ら
一
般
的
で
は
な
く
、
同
時
代
の
菅
原

道
真
公
の
お
家
の
「
菅
家
の
故
事
」
と
し
て
内
々
で

行
わ
れ
る
程
度
で
し
た
の
で
、
十
五
夜
の
お
月
見

も
、
十
三
夜
の
お
月
見
も
一
般
化
す
る
き
っ
か
け
を

作
っ
た
の
は
、
道
真
公
と
宇
多
法
皇
の
お
二
人
で
あ

っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

ま
ん
ま
る
の
月
よ
り
も
、
こ
れ
か
ら
更
に
大
き
く

な
る
十
三
月
夜
を
愛
で
る
。
こ
こ
に
日
本
人
の
乙
を

愉
し
む
風
情
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

今
年
の
豆
名
月
は
十
月
二
十
五
日
で
す
。 

～ 
 

ウ
メ
チ
ャ
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～ 

今
月
十
～
十
ニ
日
ま
で
の
三
日
間
、
茶
屋
町
界
隈

で
は
、
恒
例
と
な
り
ま
し
た
ウ
メ
チ
ャ
祭
が
開
催
さ

れ
ま
す
。
期
間
中
は
ハ
ン
ド
メ
イ
ド
マ
ー
ケ
ッ
ト
を

は
じ
め
、
十
日(

土)

に
茶
屋
町
の
中
心
部
で
あ
る
、
旧

池
田
街
道
で
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
パ
レ
ー
ド
等
が
行
わ
れ
、

十
一
日(

日)

に
は
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
仮
装
コ
ン
テ
ス
ト
、
十

二
日(

月
・
祝)

に
は
西
日
本
カ
レ
ッ
ジ
ジ
ャ
ズ
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
気
候
の
良
い
時
で

す
。
秋
の
茶
屋
町
へ
ど
う
ぞ
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

～ 

禁
色

き
ん
じ
き

の
は
な
し 

～ 
 

禁
色
と
は
、
平
安
時
代
に
定
め
ら
れ
た
、
天
皇
陛
下

や
皇
族
方
、
殿
上
人(

五
位
以
上
の
貴
族)

、
ま
た
は
特

別
に
許
可
さ
れ
た
者
に
の
み
使
用
を
許
さ
れ
た
色
の

事
で
、
当
宮
の
御
祭
神
、
嵯
峨
天
皇
さ
ま
が
弘
仁
六
年

十
月
二
十
五
日
に
定
め
ら
れ
ま
し
て
か
ら
、
今
月
で

ち
ょ
う
ど
一
千
二
百
年
と
な
り
ま
す
。 

 

定
め
ら
れ
た
当
時
は
、
皇
室
の
内
々
の
御
方
と
、
三

位
以
上
の
公
家
に
の
み
、
蘇
芳
色
の
使
用
を
許
し
、
褐

色(

当
時
は
濃
い
藍
色
の
事)

と
黄
櫨
染(

こ
う
ろ
ぜ
ん)

の
色
を
女
子
が
使
用
す
る
の
を
禁
じ
る
と
い
う
程
度

で
し
た
が
、
そ
の
後
、
青
●
（
青
白
橡
・
麹
塵
と
も
）、

赤
●
（
赤
白
橡
）、
黄
丹
●
、
深
紫
●(

正
一
位
の
色)

、

支
子
●(

黄
丹
と
似
て
い
る
為)

、
深
緋
●
、
深
蘇
芳
●

(

深
紫
に
似
て
い
る
為)

及
び
特
別
な
文
様
を
織
り
出

し
た
織
物
な
ど
も
禁
色
の
対
象
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。 

 
実
は
こ
の
禁
色
、
現
代
に
も
受
け
継
が
れ
て
お
り
、

天
皇
陛
下
が
御
自
ら
執
り
行
わ
れ
る
宮
中
三
殿
で
の

祭
祀
や
、
即
位
の
礼
に
着
装
す
る
装
束
の
色
で
あ
る

「
黄
櫨
染
●
」
と
い
う
色
は
今
も
天
皇
陛
下
以
外
が

用
い
る
事
は
装
束
の
世
界
で
は
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
皇
太
子
殿
下
が
宮
中
祭
祀
の
際
に
着
装
さ
れ

る
「
黄
丹
色
●
」
の
袍
も
同
じ
く
皇
太
子
殿
下
以
外
が

用
い
る
事
は
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
現
代
で
は
見
る
事
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
天

皇
を
譲
位
さ
れ
た
上
皇
様
が
お
召
し
に
な
ら
れ
る
装

束
の
「
赤
色
●
」
も
、
禁
色
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
天
皇
陛
下
、
皇
太
子
殿
下
、
上
皇
様
が
お
召
に

な
ら
れ
る
装
束
の
色
、
実
は
太
陽
を
表
し
て
い
る
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
中
の
太
陽
の
よ
う
に
金
色

に
輝
く
黄
櫨
染
、
朝
日
の
よ
う
な
黄
丹
色
、
包
み
込
む

よ
う
な
夕
日
の
赤
色
。
ま
さ
に
天
照
大
御
神
の
皇
孫

た
る
皇
室
に
ふ
さ
わ
し
い
色
づ
か
い
で
あ
り
、
禁
色

に
定
め
ら
れ
た
由
縁
と
も
い
え
ま
す
。 

 

一
千
二
百
年
前
に
定
め
ら
れ
た
色
の
倣
わ
し
が
現

代
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
世
界
を
見
渡

し
て
も
稀
有
な
事
で
あ
り
、
色
合
い
の
機
微
を
も
大

切
に
す
る
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
日
本
人
の
美
意
識

は
集
約
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 
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